
生食輸発0219第 1号

平 成 28年 2月 19日

各検疫所長殿

器三薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部

監視安全議場合入食品安全対策室長

(公印省略)

食品衛生法第26条第 3項iこ基づく検査命令の実施について

(イタリアj蛮うるち米及びトルコ産アーモンド加工品)

標記については、平成27年 3月初日付け食安輪、発0330第 1号(最終改正:平成28年 1月

27日付け生食事選発0127第 1号)にて通知したところです。

今般、輸入待のそニタリング検査において、イタリア産うるち精米からピリミホスメチル

を検出したこと、また、輸入時の自主検査において、 トノレコ産アーモンド加工品からアフラ

トキシンを検出したことから、向通知の53IJ表 lを下記のとおり改正するので、御了知の上、

関係営業者へ周知方よろしくお麟いします。

記

1.イタリアの項中、

両?一品検査の対 条件 検査の 試験品採 検?畿の方法 検査を受けることを

象食品等 項目 取の方法 命ずる具体的理由

うるち米(粉 ピリミ 別表 2の 平成17年 1月24日 基準緩 (0.20ppm)を

を含む。) ホスメ 3による 付け食安発0124001 越えるピリミホスメ

チノレ 」ど。 号「食品に残闘す チノレが検出されるお

る農薬、飼料添加 それがあるため。

物又は動物用医薬

品の成分である物

質の試験法につい
γ L 

ふ一一 丈 j によること。

つを追加し、
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2. JJIJ表 1中、

同:象i刃 製品検査の対・象 条件 検査の 五へ験品 検査の方法 検査を受けるこ
. t強i或 食品等 寝泊 綴取の とを命ずる具体

方法 的理舟

トノレコ アーモンド加工 アブラ 別表 3 平成23年8月刊誌 アファトキシン

品(アーモンド トキシ による ィ、H::i食安発0816第 を含有している

i を30%以上含有 ン こと。 2号!総アフラト おそれがあるた

するものに限 キシンの試験法に め。

る。) ついてj によるこ

。 と。
えj

を追加する。


